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人口減少が地域社会に与える影響
　　第4回「空き家」

調 査 レ ポ ー ト

　　　空き家とはどのような住宅なのか？

　空き家とは、何らかの事情で人が一時的、恒常的
に住んでいない住宅を指すものだが、図表1は、過
去60年間のわが国の住宅総数、総世帯数、空き家
率の推移を示したものだ。1968年調査時点で住宅

総数が総世帯数を上回り、その後次第に1世帯あた
りの住宅数の割合が増えていることが分かる。最新
の 2018年調査では、総世帯数（約 5,400 万世帯）
に対して、住宅総数（約 6,240 万戸）は 1.16 倍へ
と広がっている。
　また、折れ線グラフは住宅総数に占める空き家の
割合を示している。統計のある1968年調査からの
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図表１：「わが国の住宅ストック数と世帯数の推移」

　人口減少が進行する日本。その影響は社会生活の様々な事象で表面化しているが、その1つに「空き家」
が挙げられる。総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によれば、全国の空き家の総数は849万戸となり、
過去20年で約 1.5 倍にまで増加（図表2参照）している。今後も人口減少が継続的に続くことで空き家が
増えることが見込まれている。そこでシリーズ第4回は空き家を取上げる。最初に全国の空き家の動向につ
いて考察し、その後、本県の動向について自治体へのアンケート調査結果を踏まえて紹介する。

図表３：「空き家の種類」

国土交通省資料などを基に当研究所で作成

推移を見ると、空き家率も次第に伸びていることが
分かり、データからは、総世帯数以上に住宅総数が
多いことが空き家の増加に少なからず影響を与えて
いることが理解できる。次に種類別に見た空き家の
推移を図表2に示している。
　一般的に “空き家 ”と総称されている住宅は、具
体的には 4分類（図表 3）に区分けされている。
2014年 11月に公布された「空家等対策の推進に関
する特別措置法」（通称：空き家対策特別措置法）で
定められたもので、同法では、空き家を含めた空家
等について「建築物又はこれに附属する工作物であっ
て居住その他の使用がなされていないことが常態で
あるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着す
る物を含む）をいう。ただし、国又は地方公共団体
が所有し、又は管理するものを除く」と定義している。
　図表2では、「賃貸用または売却用の住宅」が空き
家全体の半数近くを占めるが、増減率で見ると「そ
の他の住宅」が最も増えている。「その他の住宅」は、
本稿のテーマである人口減少が地域社会に与える影
響という観点での関連性が高く、各種調査でも「そ
の他の住宅」の割合が拡大傾向にあることが近年の
課題として指摘されている。

　　　空き家の現状

　この「その他の住宅」について言及する前に、空
き家の最新データについて確認したい。図表4は「平
成30年住宅・土地統計調査」に基づく全国都道府
県の空き家総数と住宅総数に占める空き家率を示し
たものだが、空き家数が多い上位自治体は東京、大
阪を中心に首都圏や関西圏に集中している。高度経
済成長を経て首都圏や関西圏など都市部に人口が集
中し並行して住宅数が増えてきたが、高齢化社会を
迎えてそれら住宅が空き家となり始めていることを
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上記以外の住宅。例えば、所有者が特定できな
い住宅や住人が高齢化によって福祉施設や子
供などがいる別の住宅に引っ越して空き家に
なった住宅など
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図表２：「空き家の種類別の推移」
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データは示している。一方、住宅総数に占める空き
家率の割合が高い自治体は都市部よりも地方部に多
いことが分かる。
　図表5は空き家率の高い上位自治体をまとめたも
のだが、過去5つの調査時点ではいずれもベスト3
は山梨、長野、和歌山となっている。いずれの地域
も別荘やリゾートマンションなどが多く、こうした
住宅物件が「二次的住宅」として統計に反映されて
いる。また、平成10年調査を除いた4時点調査で
は四国4県すべてが上位に入っており、四国地方の
人口減少や過疎化が他地域よりも進んでいることが

窺える。次に首都圏について現状を見てみたい。　　　　
　図表6は1都 6県の住宅総数に対する空き家の比
率推移を示している。このうち栃木、群馬の比率は
他の自治体に比べて高く、特に栃木は一貫して比率
が増え続けている。図表 5の平成30年調査で見て
も栃木は全国で10番目に空き家率が高くなってい
る。対して、最新の調査結果では埼玉は最も低く、
東京、神奈川と合わせて10％台となっている。しか
し、今後、少子高齢化に伴う人口減少が進んでいく
ことで、都市部の自治体でも次第に空き家比率が上
昇していくことが予想される。

図表 4：「都道府県別の空き家総数と空き家率」
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図表５：「住宅総数に占める空き家率の高い上位自治体」

図表６：「首都圏１都６県の空き家比率の推移」
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図表５：「住宅総数に占める空き家率の高い上位自治体」

図表６：「首都圏１都６県の空き家比率の推移」
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図表７：「首都圏１都 6県の『その他の住宅』の推移」

図表 10：「空き家の定義」

図表９：「首都圏１都６県の社会増減数の推移」
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異なる点は、「その他の住宅」は、それまで人が恒常
的に住んでいた住宅から何らかの理由で人が居なく
なる、住まなくなる、その結果、放置されたままの
状態になる住宅が主な対象となっている。そのため、
人口、世帯数の多い自治体にとっては今後、「その他
の住宅」の増加が地域活性化を進める上で “足かせ ”
になる可能性も高い。図表7は、首都圏1都 6県の

　　　「その他の住宅」の傾向

　次に近年、増加傾向にある「その他の住宅」につ
いて見てみたい。図表 3で示す通り「その他の住
宅」に該当する空き家物件は幅広い。同じ空き家で
も「賃貸用・売却用住宅」、「二次的住宅」と大きく

図表８：「首都圏１都 6県の 60 歳以上の人口推移」

市、横須賀市など県東部地域は平野部ばかりではな
く山間部も少なくない。高度経済成長期に山肌を崩
して建設した住宅地に住む住人が高齢化に伴い、何
らかの理由で家を離れてその後空き家化するなどの
ケースが少なくない。このように「その他の住宅」は、
地域性や地理的など複合的な要素が絡み合い増加傾
向にあると考えられる。

　　　アンケート調査結果に基づく空き家の動向

　ぶぎん地域経済研究所は埼玉県の「市町村空き家
バンク」に登録している自治体を対象に空き家に関
する実態調査（調査期間：2023年 1月－ 2月、対
象自治体41、回答自治体22）を行った。半数の自
治体から回答を得たが、その結果についてポイント
を紹介する。まず、空き家の定義（図表10）につい
て伺ったところ、自治体によってまちまちであるこ
とが分かった。「空家等対策の推進に関する特別措置
法」（前掲9頁参照）では定義が定められ、各自治体
とも同定義を参照にしているものの、実際に空き家
を判断する運用上の定義は自治体の判断に委ねられ
ている。
　次に図表 11を見ていただきたい。実際の運用で
自治体が何を空き家の判断基準にしているのかまと
めたものだが、最も多いのが「人の出入り」で、「水
道の使用状況」が続いている。
　住宅は個人などの財産であり、仮に空き家の可能
性があったとしても行政が生活実態を把握すること
は容易ではない。例えば、日常生活では対象物件に
暮らしてはいないものの、長期間にわたって物置小
屋として住宅を利用しているケースなどもある。自
治体が苦労しながらも工夫を凝らして空き家の実態
を把握していることが推察される。また、空き家の
推移（図表12）については、「想定以上に増加」「確
実に増加」を合わせると13自治体になり、県内各
地で空き家が着実に増えていることが分かる。一方、
実態が分からないと回答を寄せた自治体もあり、そ
うした自治体を入れればさらに増加傾向が顕著にな
ると考える。

「その他の住宅」の推移を比較したものだ。過去20
年の推移で見ると、各自治体とも増加傾向にあり、
埼玉県は「その他の住宅」だけで約6万戸増えている。
　ではその増加要因はどこにあるのだろうか？1つ
の指標として高齢者数と比較してみたい。図表8は
首都圏1都 6県の人口のうち、60歳以上の年齢の
人口推移をまとめたものだが、高齢者の増加率と「そ
の他の住宅」の増加率は必ずしも一致していないこ
とが分かる。埼玉県は1都 6県で高齢者の増加率は
最も高いが、「その他の住宅」では東京都に次いで低
い1.93%となっている。一方、栃木県、群馬県は「そ
の他の住宅」の増加率は他の自治体よりも高いもの
の、高齢者の増加率は他の自治体よりも低い。統計
は全県単位の集計で各県内の地域格差の実態はデー
タからは分からないが、高齢化が進むことだけが「そ
の他の住宅」が増える要因ではないことが分かる。　
　もう1つ図表9として1都 6県の社会人口の増減
数（転入者から転出者を差し引いた数字）の推移を
示した。合計値は過去5時点の増減数の合算で、茨
城県、群馬県、栃木県は他の自治体と比べて社会人
口の増加が少なく、「その他の住宅」の比率と照合す
れば、地域から人がいなくなることで空き家の増加
につながっていることが窺える。一方、神奈川県は
東京に次いで人口流入が多いものの、「その他の住宅」
の増加率では首都圏の中で３番目に多い。この背景
には地理的な要因も関係していると考える。例えば
南部地域など平野部に人口が集中する埼玉県と比べ
て、神奈川県の場合、人口が集中する横浜市、川崎
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図表７：「首都圏１都 6県の『その他の住宅』の推移」

図表 10：「空き家の定義」

図表９：「首都圏１都６県の社会増減数の推移」
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異なる点は、「その他の住宅」は、それまで人が恒常
的に住んでいた住宅から何らかの理由で人が居なく
なる、住まなくなる、その結果、放置されたままの
状態になる住宅が主な対象となっている。そのため、
人口、世帯数の多い自治体にとっては今後、「その他
の住宅」の増加が地域活性化を進める上で “足かせ ”
になる可能性も高い。図表7は、首都圏1都 6県の

　　　「その他の住宅」の傾向

　次に近年、増加傾向にある「その他の住宅」につ
いて見てみたい。図表 3で示す通り「その他の住
宅」に該当する空き家物件は幅広い。同じ空き家で
も「賃貸用・売却用住宅」、「二次的住宅」と大きく

図表８：「首都圏１都 6県の 60 歳以上の人口推移」

市、横須賀市など県東部地域は平野部ばかりではな
く山間部も少なくない。高度経済成長期に山肌を崩
して建設した住宅地に住む住人が高齢化に伴い、何
らかの理由で家を離れてその後空き家化するなどの
ケースが少なくない。このように「その他の住宅」は、
地域性や地理的など複合的な要素が絡み合い増加傾
向にあると考えられる。

　　　アンケート調査結果に基づく空き家の動向

　ぶぎん地域経済研究所は埼玉県の「市町村空き家
バンク」に登録している自治体を対象に空き家に関
する実態調査（調査期間：2023年 1月－ 2月、対
象自治体41、回答自治体22）を行った。半数の自
治体から回答を得たが、その結果についてポイント
を紹介する。まず、空き家の定義（図表10）につい
て伺ったところ、自治体によってまちまちであるこ
とが分かった。「空家等対策の推進に関する特別措置
法」（前掲9頁参照）では定義が定められ、各自治体
とも同定義を参照にしているものの、実際に空き家
を判断する運用上の定義は自治体の判断に委ねられ
ている。
　次に図表 11を見ていただきたい。実際の運用で
自治体が何を空き家の判断基準にしているのかまと
めたものだが、最も多いのが「人の出入り」で、「水
道の使用状況」が続いている。
　住宅は個人などの財産であり、仮に空き家の可能
性があったとしても行政が生活実態を把握すること
は容易ではない。例えば、日常生活では対象物件に
暮らしてはいないものの、長期間にわたって物置小
屋として住宅を利用しているケースなどもある。自
治体が苦労しながらも工夫を凝らして空き家の実態
を把握していることが推察される。また、空き家の
推移（図表12）については、「想定以上に増加」「確
実に増加」を合わせると13自治体になり、県内各
地で空き家が着実に増えていることが分かる。一方、
実態が分からないと回答を寄せた自治体もあり、そ
うした自治体を入れればさらに増加傾向が顕著にな
ると考える。

「その他の住宅」の推移を比較したものだ。過去20
年の推移で見ると、各自治体とも増加傾向にあり、
埼玉県は「その他の住宅」だけで約6万戸増えている。
　ではその増加要因はどこにあるのだろうか？1つ
の指標として高齢者数と比較してみたい。図表8は
首都圏1都 6県の人口のうち、60歳以上の年齢の
人口推移をまとめたものだが、高齢者の増加率と「そ
の他の住宅」の増加率は必ずしも一致していないこ
とが分かる。埼玉県は1都 6県で高齢者の増加率は
最も高いが、「その他の住宅」では東京都に次いで低
い1.93%となっている。一方、栃木県、群馬県は「そ
の他の住宅」の増加率は他の自治体よりも高いもの
の、高齢者の増加率は他の自治体よりも低い。統計
は全県単位の集計で各県内の地域格差の実態はデー
タからは分からないが、高齢化が進むことだけが「そ
の他の住宅」が増える要因ではないことが分かる。　
　もう1つ図表9として1都 6県の社会人口の増減
数（転入者から転出者を差し引いた数字）の推移を
示した。合計値は過去5時点の増減数の合算で、茨
城県、群馬県、栃木県は他の自治体と比べて社会人
口の増加が少なく、「その他の住宅」の比率と照合す
れば、地域から人がいなくなることで空き家の増加
につながっていることが窺える。一方、神奈川県は
東京に次いで人口流入が多いものの、「その他の住宅」
の増加率では首都圏の中で３番目に多い。この背景
には地理的な要因も関係していると考える。例えば
南部地域など平野部に人口が集中する埼玉県と比べ
て、神奈川県の場合、人口が集中する横浜市、川崎
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　空き家が地域社会に与える影響は、人口減少で単
に人が住まない家が増えるということに留まらず、
樹木や老朽化した建物が近隣に影響を及ぼすことや
犯罪の温床の可能性、あるいは景観上の問題や野生
生物のすみかになるなど様々な問題を引き起こす。
アンケート調査では、どのような観点から空き家の
管理を行っているかについても尋ねたが、大きく「防
犯」（5自治体）と「都市計画」（1自治体）および
「防犯と都市計画」（7自治体）、「その他」（9自治体）
に分かれた。
　また、空き家は認定されて以降の対策もさること
ながら、空き家になることを未然に防ぐ予防的措置
も今後、より重要な施策となる。「コーディネータに
よる無料相談会の開催」（伊奈町）や「自治会と連携

して、空き家になりそうな住居を事前に把握してい
る」（加須市）、「固定資産税納付書送付時、対象者に
空き家対策を講じるよう促している」（入間市）など、
地域の実情や予算との兼ね合いの中で様々な取組み
が自治体ごとに行われているが、今後は自治体を横
断した空き家防止の成功事例などを積極的に情報共
有するなど一歩踏み込んだ対策が期待される。

　　　まとめ

　空き家の対策については、空き家の活用方法とし
て「空き家バンク」が知られている。県内でも多く
の自治体が空き家バンクに登録、対応しているが、
販売価値のある物件は空き家バンクへの登録以前に

民間事業者を介して販売されてしまうケースも見ら
れ、「空き家バンク」自体の活性化が課題でもある。
埼玉県は今後、本格的な人口減少社会に突入してい
くことが予想されているが、空き家の中でもとりわ
け「その他の住宅」への対策が急務である。かつて
空き家と言えば、過疎化の結果として生まれた住宅
のイメージがあったが、近年では街中でも空き家は
目立つようになっている。
　図表8でも示した通り、埼玉県は首都圏の中でも
高齢化の進行が最も速く、今後、都市型の空き家が
急増していく潜在的可能性が高いだけに、民間と連
携した行政の一層の取組みが期待される。
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Report
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　　　まとめ
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くことが予想されているが、空き家の中でもとりわ
け「その他の住宅」への対策が急務である。かつて
空き家と言えば、過疎化の結果として生まれた住宅
のイメージがあったが、近年では街中でも空き家は
目立つようになっている。
　図表8でも示した通り、埼玉県は首都圏の中でも
高齢化の進行が最も速く、今後、都市型の空き家が
急増していく潜在的可能性が高いだけに、民間と連
携した行政の一層の取組みが期待される。
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